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7月05日㈯

7月12日㈯

7月19日㈯

7月26日㈯

8月02日㈯

※その他は水道修理と同じ

下 水 道 修 理

7月05日㈯

7月06日㈰

7月12日㈯

7月13日㈰

7月19日㈯

7月20日㈰

7月21日㈪

7月26日㈯

7月27日㈰

8月02日㈯

8月03日㈰

水 道 修 理

7月06日㈰

7月13日㈰

7月20日㈰

7月21日㈪

7月27日㈰

8月03日㈰

歯 科 医
(臼津歯科医師会) ９時～18時

大 石 医 院

藥 師 寺 医 院

秋 岡 医 院

小 宅 医 院

池 邉 整 形 外 科

金 田 医 院

☎82-2014

☎82-3085

☎82-2617

☎82-2015

☎82-3588

☎82-2881

7月06日㈰

7月13日㈰

7月20日㈰

7月21日㈪

7月27日㈰

8月03日㈰

水道サービスセンター

㈱ 九 電 工

水道サービスセンター

㈱ 後 藤 設 備 鉄 工

水道サービスセンター

高 山 水 理 工 業

㈲ 松 岡 水 道 工 業

水道サービスセンター

㈲ 亀 井 水 道 工 業 所

水道サービスセンター

川 野 水 道 工 業 所

☎82-1992

☎82-5228

☎82-1992

☎82-2740

☎82-1992

☎82-2426

☎82-1315

☎82-1992

☎82-2233

☎82-1992

☎82-5563

㈱ 宏 栄 建 設

津 久 見 建 設 ㈱

㈱ 東 和 建 設

津 港 建 設 ㈱

㈲ 丸 木 組

☎82-1530

☎82-5291

☎82-4188

☎82-2248

☎84-9131

増 村 歯 科 医 院

臼杵矢田歯科医院

上 杉 歯 科 医 院

鳥 越 歯 科 医 院

秋岡デンタルクリニック

安 藤 歯 科 医 院

(津)

(臼)

(津)

(臼)

(津)

(臼)

☎82-9288

☎63-1168

☎82-8420

☎63-3118

☎82-8228

☎63-6152

※市報発行後変更する場合があります。
消防署☎82-3000で確認してください。
平日の当番医も同じ番号で確認できます。

救 急 医

日 直・当 番
７月５日（土）～８月３日（日）

　国民年金には経済的な理由で保険料（月額１４，
４１０円）の納付が困難な場合は、申請手続きをする
ことにより、保険料の納付が免除又は一部納付（一
部免除）の制度があります。これまでの制度は

「全額免除制度」
→保険料の全額が免除

「半額納付制度」
→保険料の２分の１を納付（１７，２１０円）

の２種類でしたが、平成１８年７月から

「４分の１納付制度」
→保険料の４分の１を納付（１３，６００円）

「４分の３納付制度」
→保険料の４分の３を納付（１０，８１０円）

の２種類が制度に追加されました。
　これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、
配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準
額以下であることが条件です。
　また、「若年者納付猶予制度」、「学生納付特例制度」
等の制度もあります。
　申請は毎年必要ですので、６月まで承認（全額・
半額免除・若年者納付猶予）を受けていた方で、今
年度も免除を希望する場合は必ず再度、市民生活課
国保年金班にて申請をしてください。
　なお、全額免除、若年者納付猶予を承認された方で、
継続申請の申し込みをされている方は、申請は不要
です。

詳しくは、
佐伯社会保険事務所　 ☎０９７２－２２－１９７０
市民生活課国保年金班 ☎８２－４１１１（内線１１４）
までお問い合わせください。

年金だより

「国民年金保険料の免除制度」を
ご存知ですか。
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